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柏崎刈羽原子力発電所第７号機 工事計画審査資料 

資料番号 KK7-063 改 1 

提出年月日 2020 年 7月 22 日 

番号 
反映図書 

（頁） 
コメント内容 変更前 変更後 変更内容及び理由 

KK7 本文-036-1 改 4 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 

1 本文（P2） 「3.2.1(1) 設計管理における

グレード分け」について，SA 設

備に対してのグレード分けが読

めないので追記すること。 

  ・また，以降の記載内容は波及的影響

の観点からの記載であり，重大事

故等対処設備に対する設計管理グ

レード分けを示していないことか

ら，記載を見直し。 

 

 

・グレード区分は，説明書に詳細を記

載しているため本文の記載を削

除。（「設計管理区分」の（Ⅰs，Ⅰ，

Ⅱ，Ⅲ，対象外），「品質管理グレー

ド」の（Ⅰ～Ⅳ）の記載。） 

 

2 本文（P4） 第 1 表の「3.5.2 使用前事業者

検査の計画」について，使用前検

査の準備については業務の計画

に当たるので，その旨分かるよ

う修正を検討すること。 

 

 
 

・「3.5.2 使用前事業者検査の計画」

には，使用前事業者検査（業務）を

実施するに当たっての検査計画の

立案に関する内容を記載している

ことから，保安規定品質マネジメ

ントシステム計画の対応項目に

「7.1 業務の計画」を追記。 
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番号 
反映図書 

（頁） 
コメント内容 変更前 変更後 変更内容及び理由 

3 本文（P5） 第 1 図で設計の検証から具体的

な設計（設計 3）に行くのではな

く（設計 2）に戻すのが適切であ

ると考えられるため，記載の修

正を検討すること。 

   ・「3.3.3(3) 設計のアウトプットに

対する検証」は，（設計 2）で実施

した詳細設計が，要求事項に対し

て適切に実施されているかを検証

する段階である。検証結果は，結果

の良否に関わらず，（設計 2）にフ

ィードバックされ，（設計 3）のイ

ンプット情報は，（設計 2）のみで

あることから，（設計 3）のインプ

ットを（設計 2）のみとした。 

 

 

・また，「設計のアウトプットに対

する検証」の位置付けを考慮し，

「3.3.3(3)設計のアウトプットに

対する検証」から「工事の方法」

へのインプットしていた流れ（一

点鎖線矢印）を「設計 2」から起

点となるよう見直し。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 本文（P7） 「3.5.1 使用前事業者検査で

の確認事項」における 10行目や

14 行目の記載など，「工事を主管

する箇所の長」が主体的に見え

て，事業所内における検査側の

独立性が読みにくいので，記載

の修正をすること。 

 

（説明書へのコメント） 

  

 

・「3.5.4 主要な耐圧部の溶接部に係

る使用前事業者検査の管理」は，工

事を主管する箇所で管理せず，検

査を担当する箇所が管理を行うた

め，「②については･･･QA 検査に追

加する」（10 行目）の記載を削除。 
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番号 
反映図書 

（頁） 
コメント内容 変更前 変更後 変更内容及び理由 

5 本文(P11) 「3.6.3(1) 仕様書の作成」に

おいて，「なお，仕様書を作成す

るに当たり，･･･技術的な評価を

行う。」とあるが，その上の記載

では仕様書での要求事項を記載

しているため，技術評価と仕様

書の前後関係がわかりづらいの

で記載を整理すること。 

  ・一般産業用工業品についての技術

的な評価は，仕様書作成に先立ち，

実施する内容であることから，記

載順を適正化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 － 「3.6.3 調達製品の調達管理」

において，一般産業品の管理に

ついて，その内容をどのように

定めているか見えないので確認

すること。 

－ － ・一般産業用工業品の管理について

は，技術的な評価を行うこととし

ており，方法については，「技術情

報を調達先から入手し事業者自ら

技術評価する場合」と「調達先で技

術評価を調達する場合」がある。 

前者は，調達先から提出してもら

った技術情報をもとに，設計管理

プロセスにおける設計検討（設計

レビュー）の段階で技術評価を実

施するものであり，設計管理基本

マニュアルでは，採用する機器や

製品が一般産業用工業品（製造元

が原子力 QMS を適用していない製

品）であるか否かに関わらず，設備

に要求される機能と重要度によっ

て設計管理グレードを設定し，重

要度に応じた管理を行うこととし

ている。後者は，調達先での技術評

価ができるよう，一般産業用工業

品を原子炉施設に使用するにあた

っての評価に必要な要求事項を仕

様書に記載する旨を調達管理基本

マニュアルに追加した。 
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番号 
反映図書 

（頁） 
コメント内容 変更前 変更後 変更内容及び理由 

KK7 添-1-001-2 改 4 発電用原子炉の設置の許可（本文（十一号））との整合性に関する説明書 

7 整合性に関す

る説明書 

（P3） 

「3.2.1(1) 設計管理における

グレード分け」について，SA 設

備に対してのグレード分けが読

めないので追記すること。 

 

（本文へのコメント）  

  

（本文の記載内容を見直したことに

よる変更。） 

 

 

 

 

8 整合性に関す

る説明書 

（P5） 

「3.7.1  文書及び記録の管理

（再掲）」の記載箇所について，

抜粋だけでなく全ての本文を記

入して，該当する箇所について

整合性を示すよう記載を修正す

ること。 

  

・「3.7.1 文書及び記録の管理（再

掲）」の(3)にて「使用前事業者検査

として，記録確認検査を実施する

場合に用いる記録は，上記(1)，(2)

を用いて実施する。」と記載してお

り，前後関係から(2)を記載するこ

とが必要であると判断し，追記。 

 

 

9 整合性に関す

る説明書 

（P9) 

第 1 表の「3.5.2 使用前事業者

検査の計画」について，使用前検

査の準備については業務の計画

に当たるので，その旨分かるよ

う修正を検討すること。 

 

（本文へのコメント） 

 

 

 

・「3.5.2 使用前事業者検査の計画」

には，使用前事業者検査（業務）を

実施するに当たっての検査計画の

立案に関する内容を記載している

ことから，保安規定品質マネジメ

ントシステム計画の対応項目に

「7.1 業務の計画」を追記し，上

流図書の「設置変更許可申請書（本

文（十一号））」の「7.1」との整合

性の対応箇所を見直し。 

 

（本文の記載内容を見直したことに

よる変更。） 

 

 

10 整合性に関す

る説明書 

（P10) 

 

第 1 図で設計の検証から具体的

な設計（設計 3）に行くのではな

く（設計 2）に戻すのが適切であ

ると考えられるため，記載の修

正を検討すること。 

 

（本文へのコメント） 

 

  

（本文の記載内容を見直したことに

よる変更。） 
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番号 
反映図書 

（頁） 
コメント内容 変更前 変更後 変更内容及び理由 

11 整合性に関す

る説明書 

（P11） 

第 1 表の「3.5.2 使用前事業者

検査の計画」について，使用前検

査の準備については業務の計画

に当たるので，その旨分かるよ

う修正を検討すること。 

 

（本文へのコメント） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本文の記載内容を見直したことに

よる変更。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 整合性に関す

る説明書 

（P14） 

「3.6.3(1) 仕様書の作成」に

おいて，「なお，仕様書を作成す

るに当たり，･･･技術的な評価を

行う。」とあるが，その上の記載

では仕様書での要求事項を記載

しているため，技術評価と仕様

書の前後関係がわかりづらいの

で記載を整理すること。 

 

（本文へのコメント） 

 
 

・一般産業用工業品についての技術

的な評価は，仕様書作成に先立ち，

実施する内容であることから，記

載順を適正化。 

 

（本文の記載内容を見直したことに

よる変更。） 

 

 

 

 

 

13 整合性に関す

る説明書 

（P16） 

― 

 

 

 

（本文の記載内容を見直したことに

よる変更。） 
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番号 
反映図書 

（頁） 
コメント内容 変更前 変更後 変更内容及び理由 

KK7 添-1-060-1 改 5 Ⅴ-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

14 説明書（P6） 「検査の取りまとめを主管する

箇所の長」が，第 8図の検査実施

体制に存在せず，保安規定側の

記載とも整合していないので，

整理して記載の修正を行うこ

と。 

 

 ・第 2図の設工認の各プロセスに関 

する体制に，「＊2」に検査の取りま 

とめを主管する箇所の長と保安規 

定との関係を追記。 

 

・検査を担当する箇所の長（検査実施

ＧＭ）を安全総括ＧＭが指名する

ことを追記。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明書（P36）   

 
 

・第 8図検査実施体制に「検査の取

りまとめを主管する箇所の長」は

記載されていないこと。また，検

査の取りまとめを主管する箇所の

長の役割は，前段の「3.5.3」に

て使用前事業者検査の実施時期と

確実に行われることの管理を行う

こと，「3.5.5(2)」において「工

事を主管する箇所と組織的に独立

した箇所に検査実施を依頼するこ

とから削除。 
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番号 
反映図書 

（頁） 
コメント内容 変更前 変更後 変更内容及び理由 

15 説明書（P10） 第 1 表の「3.5.2 使用前事業者

検査の計画」について，使用前検

査の準備については業務の計画

に当たるので，その旨分かるよ

う修正を検討すること。 

 

（本文へのコメント） 

  
 

 

（本文の記載内容を見直したことに

よる変更。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 説明書（P30） 「3.5 使用前事業者検査の方

法」において，「工事を主管する

箇所の長」が「計画を策定する」

とあり，検査する側が拘束され

ているように読めてしまうので

実態に合わせて記載を修正する

こと。 

 

 ・工事を主管する箇所の長が，実施す

る具体的な項目を追記。 

 

説明書（P31） 

 

 ・検査の独立性が明確になるよう追

記。 
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番号 
反映図書 

（頁） 
コメント内容 変更前 変更後 変更内容及び理由 

17 説明書（P30） 「3.5.1 使用前事業者検査で

の確認事項」における 10行目や

14 行目の記載など，「工事を主管

する箇所の長」が主体的に見え

て，事業所内における検査側の

独立性が読みにくいので，記載

の修正をすること。 

 

 

・「主要な耐圧部の溶接部に係る使用

前事業者検査の管理」は，工事を主

管する箇所で管理せず，検査を担

当する箇所が管理を行うため，「②

については･･･QA 検査に追加する」

（10行目）の記載を削除。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 説明書（P31） 「3.5.2 使用前事業者検査の

計画」において，「工事を主管す

る箇所の長」が主体的に見える

ので，検査側の独立性を示せる

よう記載の修正をすること。 

合わせて 3.5.4 や 3.5.5 も検査

の独立性が分かるように見直す

こと。 

 

 

・検査の独立性が明確になるよう追

記。 

 

 

 

 

 

 

19 説明書（P35） 「3.5.2 使用前事業者検査の

計画」において，「工事を主管す

る箇所の長」が主体的に見える

ので，検査側の独立性を示せる

よう記載の修正をすること。 

合わせて 3.5.4 や 3.5.5 も検査

の独立性が分かるように見直す

こと。  

 ・「3.5.4」主要な耐圧部の溶接部に係

る使用前事業者検査の管理とし

て，「工事を主管する箇所の長」が

実施する使用前事業者検査は無

く，製作工程中のプロセス検査を

「検査を担当する箇所の長」が実

施することから，記載を追記。 

 

 

 

 

・使用前事業者検査を実施するのは，

検査を担当する箇所の長であるこ

とから，判別しやすいよう記載を

追記。 

 

 

・社内マニュアルとの整合を踏まえ

「検査要領書の作成」を「検査要領

書を制定」に記載を適正化。 
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番号 
反映図書 

（頁） 
コメント内容 変更前 変更後 変更内容及び理由 

20 説明書（P37） 「3.5.5(5) 代替検査の確認方

法の決定」について，検査要領書

の見直しや変更に関する追記が

必要か検討すること。  

 

 ・代替検査を選択する場合の検査要

領書作成に関する記載を追記。 

 

 

・社内マニュアルとの整合を踏まえ

「検査要領書を作成する」を「検査要

領書を制定する」に記載を適正化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 説明書（P38） ―   ・社内マニュアルとの整合を踏まえ

「作成する」を「制定する」に記載

を適正化。 

 

 

22 説明書（P63) ―   ・様式-8 の「工認設計結果」を「設工

認設計結果」に訂正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 説明書（P68） 「3.2.1(1) 設計管理における

グレード分け」について，SA 設

備に対してのグレード分けが読

めないので追記すること。 

 

（本文へのコメント） 

   

（本文の記載内容を見直したことに

よる変更。） 

 

 

 

 

 

 

 


